
西海市内高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱 

 

平成 30年西海市教育委員会告示第５号 

令和３年西海市教育委員会告示第９号 

令和４年西海市教育委員会告示第６号 

 

 西海市内高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱 （平成 30年西海市教育

委員会告示第５号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 西海市内の県立高等学校（以下「市内高等学校」という。）の魅力向

上の取組を支援するとともに、市内高等学校に通学する生徒の保護者の負担

軽減を図り、市内高等学校の生徒の確保と活性化に資することを目的に、市

内高等学校に組織された振興協議会（以下「振興協議会」という。）に対し

て、西海市内高等学校魅力向上支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付については、西海市補助金等交付規則（平成

17年西海市規則第 47号。以下「規則」という。）及びこの告示の定めると

ころによる。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の対象となる事業等は別表に定めるとおりとする。 

２ 次の各号に掲げる経費は、前項の規定にかかわらず補助対象経費としな

い。 

(１) 施設整備に要する経費 

(２) 備品購入に要する経費 

(３) 部活動に要する経費 

３ 補助金は、交付決定日が属する年度の４月１日から翌年３月 31日までの

間に要する経費を対象とする。 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする振興協議会は、規則第４条の規定によ

る補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら 

ない。 
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 (１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定） 

第４条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金

の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条

件を付する場合にはその条件を付して、規則第７条に規定する補助金等交付

決定（変更）通知書により速やかに補助金の交付の申請をした振興協議会に

通知しなければならない。 

（事業の中止及び変更等） 

第５条 振興協議会は、第３条の規定により申請した後、事業を中止する必要

が生じ、又は事業内容若しくは事業費に著しい変更が生じる場合は、速やか

に市長に報告し協議を行わなければならない。 

（実績報告） 

第６条 規則第 13 条の規定による補助事業等実績報告書に添付すべき書類

は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 事業報告書 

(２) 収支決算書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付） 

第７条 補助金は、市長がその支給を決定した日が属する年度の末日までに交

付するものとし、規則第 16条第２項の規定により概算払いの方法により交

付することができる。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、西

海市教育委員会教育長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この告示は、告示の日から施行し、令和４年度予算から適用する。 

（西海市内高等学校入学支援事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 西海市内高等学校入学支援事業補助金交付要綱（令和３年西海市教育

委員会告示第６号）は、廃止する。 

（検討） 

３ 市長は、この告示の施行後３年を経過した場合において、市内高等学校の

入学者数の状況その他この告示の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この告示について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。



別表（第２条関係） 

事業名 補助対象経費 
補助額又は 

補助上限額 

魅力ある学校づくり支

援事業 

西海市の地域社会を担う人材育成に

つながる事業に要する費用 

補助対象経費

の 10分の 10以

内の額 西海市の地域資源を活用して取り組

む事業に要する費用 

学校独自の取組で調査研究及び魅力

発信を行う事業に要する費用 

その他第１条の趣旨を達成するため

に必要と認められる事業に要する費

用 

進学及び就職支援事業 学校指定の資格取得に要する費用 補助対象経費

の２分の１以

内の額 

学校指定の模擬試験受験に要する費

用 

学校指定の補習受講に要する費用 

大学進学応援事業 学校指定のオンライン学習受講に要

する費用 

生徒１人につ

き上限 10万円 

学校指定のオンライン学習を受講す

る生徒の自宅にインターネット環境

を整備する際の契約事務手数料 

補助対象経費

の２分の１以

内の額 

入学支援事業 入学時に要する入学手数料、制服・体

操服・通学かばん・教科書購入費、そ

の他入学時の諸納金 

生徒１人につ

き上限５万円 

 


